
（最終更新：令和7年4月1日）

館名 相互貸借（貸出）の取り扱い

秋田県立図書館

＜県内＞
逐次刊行物、視聴覚資料、貸出禁止資料、状態の悪い資料は不可。
　※貸出可の雑誌と大型絵本については、特別貸出で対応可。
　※上記不可資料は、事情によって貸出可能な場合もあるため要相談。
＜県外＞上記に加え、出版から１年以内の資料不可。

鹿角市立花輪図書館

鹿角市立立山文庫継承十和田図書館

小坂町立小坂図書館 受入６ヶ月以内の資料については不可。

大館市立栗盛記念図書館

大館市立花矢図書館

大館市立田代図書館

大館市立比内図書館

北秋田市鷹巣図書館

北秋田市森吉図書館

北秋田市阿仁公民館

北秋田市合川公民館

上小阿仁村立図書館 受入1ヶ月以内の資料、大型絵本、紙芝居については不可。

能代市立能代図書館 受入１ヶ月以内の資料、逐次刊行物,大型絵本については不可。

能代市立二ツ井図書館 受入１ヶ月以内の資料、逐次刊行物,大型絵本については不可。

秋田市立中央図書館明徳館

秋田市立中央図書館明徳館河辺分館

秋田市立土崎図書館

秋田市立新屋図書館

秋田市立雄和図書館

男鹿市立図書館

若美公民館

潟上市図書館

潟上市図書館昭和分館

潟上市図書館飯田川分館

潟上市図書館追分分館

八郎潟町立図書館
受入６ヶ月以内の資料、郷土資料、しかけ絵本、大型絵本、逐次刊行物、
視聴覚資料、漫画、県立図書館で貸出可の資料については不可。

由利本荘市中央図書館

由利本荘市岩城図書館

由利本荘市由利図書館

由利本荘市矢島公民館

由利本荘市東由利公民館

由利本荘市鳥海公民館

由利本荘市出羽伝承館（大内公民館図書室）

由利本荘市西目公民館

受入後６ヶ月以内の資料、容易に入手できる資料、貸出禁止資料、逐次
刊行物、視聴覚資料については不可。
由利本荘市の図書館・公民館の資料の資料については、中央図書館にて
申込受付後発送。返却も中央図書館へ。

受入後３ヶ月以内の資料、県立図書館で貸出可の資料、逐次刊行物、大
型絵本については不可。

受入６ヶ月以内の資料、逐次刊行物、大型絵本、郷土資料、漫画、につい
ては不可。分館の資料については本館にて申込受付後発送。返却も本館
へ。

県内図書館・公民館の相互貸借の取り扱いについて

受入６ヶ月以内の資料、逐次刊行物、郷土資料、視聴覚資料については
不可。大型図書、仕掛け絵本については不可。
文庫本は複数冊の場合貸出可。

受入６ヶ月以内の資料、逐次刊行物については不可。

受入６ヶ月以内の資料については不可。

貸出禁止資料、視聴覚資料、雑誌最新号、大型絵本、受入れから１年以
内の資料、予約がある資料、利用頻度が高い資料、県立図書館で貸出可
の資料、その他館長が貸出し不適当と認める資料については不可。
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館名 相互貸借（貸出）の取り扱い

にかほ市立図書館こぴあ

にかほ市立図書館仁賀保分館

にかほ市立図書館象潟分館

大仙市立大曲図書館

大仙市立協和図書館

大仙市立西仙北図書館

大仙市立神岡図書館

大仙市立仙北図書館

大仙市立太田図書館

大仙市立南外図書館

大仙市立中仙図書館

仙北市総合情報センター・学習資料館
受入３ヶ月以内の資料、郷土資料、県立図書館で貸出可の資料について
は不可。

仙北市立田沢湖図書館 受入３ヶ月以内の資料、漫画については不可。

仙北市中央公民館 相互貸借は実施していない。

美郷町学友館 逐次刊行物については不可。

横手市立横手図書館

横手市立増田図書館

横手市立平鹿図書館

横手市立雄物川図書館

横手市立大森図書館

横手市立十文字図書館

横手市山内図書室

横手市大雄図書室

湯沢市立湯沢図書館

湯沢市立雄勝図書館

湯沢市稲川カルチャーセンター

羽後町立図書館
受入３ヶ月以内の資料、大型絵本、紙芝居、逐次刊行物、郷土資料、利用
頻度が高い資料、県立図書館で貸出可の資料については不可。

藤里町三世代交流館 新着図書、テーマ展示コーナーに排架している資料は不可。

三種町琴丘公民館

三種町山本公民館

三種町八竜公民館

八峰町文化交流センター 特になし

八峰町峰浜地区文化交流センター 特になし

五城目町中央公民館地域図書室
受入６ヶ月以内の資料、大型絵本、しかけ絵本、紙芝居、郷土資料、貸出
禁止資料、企画展示コーナーに配架している資料、県立図書館での貸出
可の資料については不可。

井川町公民館 相互貸借は実施していない。

大潟村公民館 相互貸借は実施していない。

東成瀬公民館図書室 受入１ヶ月以内の資料、大型絵本、紙芝居、しかけ絵本については不可。

受入３ヶ月以内の資料、視聴覚資料、逐次刊行物、大型絵本、紙芝居、漫
画、状態の悪い資料、県立図書館で貸出可の資料、その他館長が貸出不
適当と認める資料については不可。文庫本１冊のみの貸出は不可。

特になし

受入６ヶ月以内の資料については不可。
県立図書館で貸出可の資料については不可。
文庫本１冊のみの貸出は不可。

受入３ヶ月以内の資料については不可。
資料は本館、分館まとめて申込、発送可。
文庫本１冊のみの貸出は不可。

受入６ヶ月以内の資料、県立図書館で貸出可の資料については不可。予
約が入っている資料は利用者を優先する。

相互貸借は実施していない。
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